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令和５年度私立幼稚園経常費補助金配分基準  
 

令和５年度大阪府私立幼稚園経常費補助金配分基準は、次のとおりとする。  

 

１．補助金の区分  
 

本補 助 金は 、 教 育条 件 や教 員 の能 力 開 発及 び 資質 向 上、 保 護 者負 担 の軽 減 、園 運 営 の健 全 化

等を 図 るた め 、 一般 補 助（ 教 職員 数 、 学級 数 、園 児 数に 応 じ た補 助）、特 別 補助 （ ３ 歳児 の 就

園促 進 等を 目 的 とす る 補助 ） に区 分 し 、園 独 自の 取 組に 対 し て加 算 し、 算 出す る 。  

また 、 必要 に 応 じて 調 整措 置 を行 う （ 要素 区 分や 各 要素 の 内 容に つ いて は 下表 を 参 照）。  

 

 

 

 

要素 区 分  要素 の 内容  

一

般

補

助 

人

件

費

関

係 

教員 要 素  学級 数 に応 じ て 配分  

３歳 児 学級 要 素  
３歳 児 を 26 人以 上 35 人以 下 で編 制 す る学 級 数に 応 じて 配

分  

加配 教 員要 素  加配 教 員数 に 応 じて 配 分  

職員 要 素  専任 職 員の 配 置 に応 じ て配 分  

運

営

費

関

係 

研修 要 素  
教 員 の 能 力 開 発  

及 び 資 質 向 上 分  

補助 対 象と な る 研修 に 専任 教 員を 派 遣 し 、1 人以上 の 専任 教

員が 参 加し た 園 に配 分  

情報 公 開要 素 （ 公開 保 育） 
学校 評 価（ 学校 関 係 者 評価 ）の 実 施に あ た り、公開 保 育の 取

組と 学 校関 係 者 評価 を 組み 合 わせ て 実 施 し た 園に 配 分  

園要 素  園の 規 模に 応 じ て配 分 （園 規 模割 と 園 児割 ）  

特
別
補
助 

2 5 人学級 要 素  ３歳 児を 25 人以 下 で編 成す る 学級 数 に 応じ て 配分  

３歳 児 就園 促 進 要素  ３歳 児 の就 園 状 況に 応 じて 配 分  

加

算

要

素 

処遇 改 善要 素  補助 対 象教 員 数 に応 じ て配 分  

免許 要 素  
一 種 免 許 状 等 の  

保 有 の 促 進 分  

幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状 若 し く は 幼 稚 園 教 諭 専 修 免 許 状 を 取

得し て いる 専 任 教員（ 専 任園 長 を含 む ）を 配 置 す る園 に 配分  

地域 子 育て 支 援 要素  
地域 の 子育 て 支 援と し て園 の 施設・教育 機 能を 広く 開 放す る

取組 み を計 画 ・ 実施 し た園 に 配分  

学校 安 全要 素  安全 確 保の 推 進 への 取 組み に 応じ て 配 分  

調

整

措

置 
定員 管 理調 整  定員 管 理を 図 る ため の 措置  

36 人以上 学 級 調整  学級 定 員管 理 を 図る た めの 措 置  

小規 模 学級 調 整  著し い 少人 数 学 級へ の 人件 費 （教 員 単 価） の 減額 措 置  

園長 研 修調 整  園長 の 研修 参 加 を図 る ため の 措置  

情報 公 開調 整  財務 情 報及 び 学 校評 価 を広 く 周知 す る ため の 措置  

経営 余 力調 整  経営 余 力の 調 整 を図 る ため の 措置  

通園 バ ス管 理 調 整  通園 バ ス運 行 の 適正 化 を図 る ため の 措 置  

一般 管 理調 整  園運 営 の適 正 化 を図 る ため の 措置  

最低 保 障調 整  前年 度 の補 助 額 を一 定 保障 す るた め の 措置  

補助 限 度額 に よ る調 整  補助 限 度を 超 え る場 合 の措 置  
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２．補助金の計算方法  
 
 

補助 金 の計 算 方 法は 次 のと お りと す る 。  
 

 

 {（一般補助＋特別補助）  × 補正係数  × 圧縮率｝＋  加算要素   ± 調整措置  

 

（１）補正係数  
 

各園 の 収支 状 況 に応 じ て、 一 般補 助 ＋ 特別 補 助の 額 に補 正 係 数を 乗 じる 。  
補正 係 数は 、 前 年度 の 事業 活 動収 支 計 算書 等 に基 づ き、 次 の 算式 に より 得 た比 率 に 10％ 加 算  

した 数 値と し 、 100％を 上限 と する 。   

 

〔算 式 〕  

 

【支 出 】    人 件 費  ＋  教育 研 究 経費  ＋  管 理経 費 （福 利 費 と渉 外 費を 除 く）  

 

【収 入 】      事 業活 動 収入  －  寄付 金  －  施設 整 備 費国 庫 補助 金等  

た だ し 、自 園 の 幼 稚 園 教 育 に 直 接 関 係 の な い と 認 め ら れ る 支 出 が あ る 場 合 は 、そ の 支 出 を 算 入 し な い 。 
 

（２）圧縮率  
 

全園 の 総配 分 額 を予 算 の範 囲 内に す る ため 、 一定 の 率を 乗 じ る。  

令和 ５ 年度 の 圧 縮率 は 、 0.8392346 とす る。  

〔最 低 限補 助 す る額 〕          

 

全て の 園を 対 象 に一 定 の補 助 金額 を 配 分で き るよ う 、最 低 限 補助 す る額 を 設定 す る 。  

上記 「 ２． 補 助 金の 計 算方 法 」に よ り 算出 し た額 （ Ａ） が 、 次の 算 式に よ り算 出 し た額 （ Ｂ）  

に満 た ない 場 合 にあ っ ては 、 当該 算 出 額（ Ｂ ）を 補 助金 額 と する 。  

[（Ａ） ＜ （ Ｂ） →  補 助金 額 （Ｂ ） ]  

 

[算式 ] 補 助 金 額  ＝  ①  ＋  ②   

 

①  定員 内 実員×１ 人当 た りの 予 算単 価  ２０ ２ ，１ ６ ５  円  × ０ ．３   【 千 円 未 満 切 り 上 げ 】  

 

②  ３歳 児 定員 内 実 員×１ 人当 た りの 予 算 単価  １ ３ ，５ ０ ０円  × ０ ．３   【 千 円 未 満 切 り 上 げ 】 

 

（３）その他  
 

年度 途 中に 休 園 等し た 場合 の 補助 金 額 の算 定 につ い ては 、 別 途定 め る。  

※令 和 ５年 度 は 該当 な し。  

 
３．基礎数値  
 

配分 の 計算 に 使 用す る 基礎 数 値は 次 の とお り とす る 。  
 

（１）園児数  

５月 1 日現 在 の 数に 、 ５月 ２ 日以 降 入 園し １ 月始 業 日現 在 在 園す る 満３ 歳 児の 数 を 加え た 数  

とす る 。  

 

（２）学級数  

５月 1 日現 在 の 数に 、新 たに 設 置し た 満 ３歳 児 のみ で 編制 す る 学級 数（ １月 始 業日 現 在 ）を 加  

えた 数 とす る 。  

ただ し 、年 度 当 初か ら 特定 の 時期 ま で は 未 就 園児 と の混 合 学 級で あ るも の を年 度 途 中で 編 制  

しな お した 学 級 につ い ては 、 新た に 設 置し た 満３ 歳 児の み で 編制 す る学 級 には 該 当 しな い 。  

 

（３）定員  

５月 １ 日現 在 の 数値 と する 。  

ただ し 、歳 児 別 の認 可 定員 を 歳児 別 の 認可 学 級数 で 除し た 数 が、 35 人を 超 える 園 （ 園則 上 の  

少人 数 学級 編 制 未実 施 園） の 定員 は 、 歳児 別 の認 可 学級 数 に 35 人を 乗じ て 得た 数 と する 。  

 

（４ ）専任教員（専任園長を含む）数及び専任職員数  

５月 1 日現 在 、 通常 ど おり 勤 務し て い る数 と する 。 ただ し 、 年度 途 中の 退 職等 に よ り変 動  

する こ とが あ る 。  
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４．各要素の算出方法  

 

 

（１）一般補助  
 

要素 区 分  算出 方 法等  

 

人件 費  

関  係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 教 員に か か る要 素 の基 本 的な 考 え 方  

 

（１ ）  教員 に かか る 要 素の 区 分  

専任 教 員（ 専 任 園長 を 含む ） の人 件 費 は、 次 の３ つ の要 素 に 区分 し て配 分 する 。 
 

教員 要 素  認可 内 実学 級 数 ＋１  

３歳 児 学級 要 素  実態 上 、 26 人 以上 35 人 以下 の ３歳 児 の 認可 内 実学 級 数  

加配 教 員要 素  加配 教 員数 （ 上 限は 定 員内 実 員に よ る ）  

 

（２ ） 教員 の 対 象数 の 考え 方  

 専 任 教員 数（ 専任 園 長を 含 む ）を も とに 、まず 教 員要 素 の 対象 数 、次 に ３歳 児 学  

級要 素 の対 象 数 、最 後 に加 配 教員 要 素 の対 象 数を 決 めて い く 。  
※ 教 員 は Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ の 順 に 対 象 と し て い く 。  

※ 補 助 対 象 教 員 数 ＝ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ  
 

各園 の 教員  

の 構 成 
 要素 の 区分   対 象 数 

 

専任 園 長   

教員 要 素  

 

認可 内 実学 級 数 ＋１  
５歳 児 、 ４ 歳 児 の  

学級 担 任  
  

３歳 児 の学 級 担 任    

３歳 児 の副 担 任   ３歳 児 学級 要 素   

２６ 人 以上 ３ ５ 人以

下の ３ 歳児 の 認 可内

実学 級 数  

 

加配 教 員   
加配 教 員  

要   素  
 

残り の 教員 数  

※ 上 限 は 定 員 内 実 員 に よ る  

 

２． 補 助の 対 象 とな る 専任 教 職員 の 要 件  

 

専任 教 職員 の 要 件は 以 下の と おり と す る。  

また 、こ の他 、基礎 資 料 調査 お よび 満 ３ 歳児 入 園に 係 る基 礎 資 料調 査 の依 頼 時に

通知 し た「 留 意 事項 」 を遵 守 する こ と 。  

 

（１ ） 専任 園 長 （ ※ １ ）  

専任 園 長と は 、 次の 各 号の 全 てに 該 当 する 者 とす る 。  

 

（ア ） 原則 と し て、 私 立学 校 教職 員 共 済組 合 に加 入 して い る こと 。  

（イ ） 勤務 日 数 が週 平 均５ 日 以上 で あ るこ と 。  
 

１ 日 の 勤 務 時 間 は 、 就 業 規 則 に 基 づ く も の と す る 。（ ※ ２ ）  

な お 、 就 業 規 則 で 定 め ら れ た 勤 務 時 間 内 は 幼 稚 園 業 務 に 専 念 し 、 保 育 所 等 関 連  

施 設 の 業 務 及 び 未 就 園 児 ク ラ ス の 業 務 な ど 他 業 務 を 行 っ て い な い こ と 。（ ※ ３ ） 

（ウ ） 当該 学 校 法人 か ら主 た る給 与 の 支給 を 受け て いる こ と 。  

（エ ） 府に 専 任 とし て 、届 出 を行 っ て いる こ と。  

 

 

A 

C 

B 
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要素 区 分  算出 方 法等  

 

人件 費  

関  係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２ ） 専任 教 員 （ ※ １ ）  

専任 教 員と は 、 有効 な 幼稚 園 教諭 免 許 状ま た は養 護 教諭 免 許 状を 有 する 者 のう  

ち、 次 の各 号 の 全て に 該当 す る者 と す る。  （ ※ ４ ）  

 

（ア ） ５月 １ 日 時点 で 、免 許 状が 有 効 であ る こと 。  

（イ ） 原則 と し て、 私 立学 校 教職 員 共 済組 合 に加 入 して い る こと 。  

（ウ ） 勤務 日 数 が週 平 均５ 日 以上 で あ るこ と 。  

１日 の 勤務 時 間 は、 就 業規 則 に基 づ く もの と する 。（ ※ ２ ）  

なお 、就 業規 則 で定 め られ た 勤務 時 間 内は 幼 稚園 業 務に 専 念 し、保 育所  

等関 連 施設 の 業 務及 び 未就 園 児ク ラ ス の業 務 など 他 業務 を 行 って い な  

いこ と。（ ※ ３ ）  

（エ ） 当該 学 校 法人 か ら主 た る給 与 の 支給 を 受け て いる こ と 。  

 

（３ ） 専任 職 員 （ ※ １ ）  

専任 職 員と は 、 次の 各 号の 全 てに 該 当 する 者 とす る 。  

 

（ア ） 原則 と し て、 私 立学 校 教職 員 共 済組 合 に加 入 して い る こと 。  
 

（イ ） 勤務 日 数 が週 平 均５ 日 以上 で あ るこ と 。  
 

１日 の 勤務 時 間 は、 就 業規 則 に基 づ く もの と する 。（ ※ ２ ）  

なお 、就 業規 則 で定 め られ た 勤務 時 間 内は 幼 稚園 業 務に 専 念 し、保 育所  

等関 連 施設 の 業 務及 び 未就 園 児ク ラ ス の業 務 など 他 業務 を 行 って い な  

いこ と。（ ※ ３ ）  
 

（ウ ） 当該 学 校 法人 か ら主 た る給 与 の 支給 を 受け て いる こ と 。  

 

（ ※ １ ）  

 年 度 途 中 の 退 職 者 に つ い て は 基 礎 数 値 に 影 響 す る た め 、 必 ず 私 学 課 に 報 告 す る こ と 。  

（ ※ ２ ）  

就 業 規 則 に 定 め る 勤 務 時 間 は 、 ６ 時 間 以 上 で 、 か つ 、 当 該 幼 稚 園 の 園 則 に 定 め る 教 育  

時 間 等 を 含 む 時 間 で あ る こ と 。  

（ ※ ３ ）  

こ こ で い う 「 関 連 施 設 」 と は 、 大 阪 府 内 外 を 問 わ ず 、 幼 稚 園 、 保 育 所 (認 可 の 有 無 を 問  

わ な い )、 認 定 こ ど も 園 、 小 規 模 保 育 事 業 等 地 域 型 保 育 事 業 、 宗 教 法 人 施 設 等 を い う 。  

関 連 施 設 に つ い て 疑 義 の あ る 場 合 は 事 前 に 私 学 課 に 確 認 す る こ と 。  

こ こ で い う 「 未 就 園 児 ク ラ ス 」 は 、 特 定 の 未 就 園 児 を 対 象 と し て 恒 常 的 な ク ラ ス 編 成 の  

も と に 保 護 者 と 離 れ る こ と を 常 態 と す る 保 育 活 動 の こ と を い い 、 親 子 登 園 や 不 特 定 多 数  

の 未 就 園 児 を 対 象 と す る 活 動 は こ れ に 該 当 し な い 。  

「 関 連 施 設 の 業 務 」「 未 就 園 児 ク ラ ス の 業 務 」に は 、随 時 指 示 や 協 議 等 を 行 う 非 常 勤 的 な  

業 務 を 含 む 。  

関 連 施 設 の 業 務 に 関 し て 、 他 の 補 助 事 業 等 の 対 象 教 職 員 と な っ て い な い こ と （ 例 ： 保 育  

所 等 の 処 遇 改 善 等 加 算 の 対 象 職 員 等 ）。  

た だ し 、 当 該 幼 稚 園 の 預 か り 保 育 や 特 別 支 援 等 に 係 る 市 町 村 の 独 自 事 業 に つ い て は 、 事  

前 に 学 校 法 人 か ら 申 出 が あ り 、 府 私 学 課 が 認 め る 場 合 の み 、 こ れ を 認 め る 。  

（ ※ ４ ）  

専 任 教 員 の 特 例 と し て 、産 休・育 休 中 の 専 任 教 員（ 以 下 、「 産 休 等 教 員 」と い う 。）の 代 替  

教 員 を 、 以 下 の 各 号 全 て を 満 た す 場 合 に は 専 任 教 員 と し て 補 助 対 象 と す る  

（ 産 休 等 教 員 １ 名 に 対 し て   代 替 教 員 １ 名 ま で 算 入 可 能 ）。  

 

（ ア ） 代 替 教 員 が 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 又 は 養 護 教 諭 免 許 状 を 有 し て い る こ と 。  

（ イ ） 代 替 教 員 が 、 未 就 園 児 ク ラ ス を 担 当 し て い な い こ と 。  

   な お 、 代 替 教 員 に よ る 産 休 等 教 員 の 業 務 の 代 替 に つ い て は 、 複 数 の 兼 任 教 員 に  

よ る 代 替 も 認 め る も の と す る 。  

（ ウ ） こ の と き 、 産 休 等 教 員 の 給 与 は 無 給 で も か ま わ な い 。 代 替 教 員 に つ い て  

は 、 私 学 共 済 の 加 入 の 有 無 、 勤 務 日 数 は 問 わ な い 。  
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要素 区 分  算出 方 法等  

 

人件 費  

関  係  

 

 

３． 補 助単 価  

 

各園 の 補助 単 価 は 、全 園 の専 任 教員 の 前 年度 年 間平 均 給与 額〔 ⅰ 〕を基 準と す る。 

 
 

 

 

要素  補助 単 価  

教 員 要 素 全園 の 専任 教 員 の前 年 度 年 間 平均 給 与 額 〔 ⅰ 〕の １ ／２  

３ 歳 児 学 級 要 素 全園 の 専任 教 員 の前 年 度 年 間 平均 給 与 額 〔 ⅰ 〕の １ ／４  

加 配 教 員 要 素 全園 の 専任 教 員 の前 年 度 年 間 平均 給 与 額 〔 ⅰ 〕の １ ／２  

 

人

件

費

関

係  

 

教  員  

要  素  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 対象  

教  員  数  

 

 

 補 助 単価  × 補 助 対象 教 員数   

 

２１ ３ 万円  （〔 ⅰ 〕の １／ ２ ）  

 

認可 内 実学 級 数 ＋１  ‥‥ （ b）  

ただ し 、補 助 対象 教 員数 は 全 て の専 任 教 員（ 専任 園長 を 含む ）数 (a)

を上 限 とす る 。  

 

 

３歳 児  

学  級  

要  素  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 対象  

教  員  数  

 

 

 

 

 補 助 単価  × 補 助 対象 教 員数   

 

１０ ６ 万円  （〔 ⅰ 〕の １／ ４ ）  

 

２６ 人 以上 ３ ５ 人以 下 の３ 歳 児の 認 可 内実 学 級数  

ただ し 、歳 児別 定 員の 定め が ない 園（ 小 規模 及び 複 式学 級 編 成園 ）

の ３ 歳 児 の 認 可 学 級 数 は 、 全 て の 認 可 学 級 数 を ３ で 除 し た 数 と す

る（ 小 数点 以 下 切捨 て）。‥ ‥ （ c）  【（ a）－ （ b）を 上 限 】  

 

※ 園 児 数 の 算 出 に あ た っ て は ５ 月 １ 日 時 点 で 在 籍 す る 園 児 の 退 園 は  

考 慮 し な い 。  

 

 

加  配  

教  員  

要  素  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 対象  

教  員  数  

 

 

 補 助 単価  × 補 助 対象 教 員数   

 

２１ ３ 万円  （〔 ⅰ 〕の １／ ２ ）  

 

全て の 専任 教 員 数（ a）から 教 員要 素（ b）及び ３歳 児 学級 要 素（ c）

の補 助 対象 教 員 を引 い た数 と する 。 ‥ ‥（ d）  

ただ し 、上 限 は 以下 の とお り とす る 。  

 

＜令 和 ４年 度 以 降＞  

※ 定 員 内 実 員 の 減 少 に よ り 、 当 年 度 の 加 配 上 限 数 が 前 年 度 を 下 回 る 場 合 に 限 り  

当 年 度 と 前 年 度 を 比 較 し 、 定 員 内 実 員 が 大 き い 年 度 の 区 分 を 採 用 す る 。  

 

 

 

 区分  

定員 内  

実員 規 模  
～ 99 人  

100 人  

～ 149 人  

150 人  

～ 199 人  

200 人  

～ 249 人  

250 人  

～ 299 人  

300 人  

～ 349 人  

350 人

～  

加配 上 限  １人  ２人  ３人  ４人  ５人  ６人  ７人  
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要素 区 分  算出 方 法等  

 

（ 例 ）  

 令 和 ３ 年 度  定 員 内 実 員  155 人  

 令 和 ４ 年 度  定 員 内 実 員  148 人 ⇒ ３ 人 （ 令 和 ３ 年 度 定 員 内 実 員 155 人 を も と に 算 定 ）  

 令 和 ５ 年 度  定 員 内 実 員  142 人 ⇒ ２ 人 （ 令 和 ４ 年 度 定 員 内 実 員 148 人 を も と に 算 定 ）   

  

 

職  員  

要  素  

 

 補 助 対象 園  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 

 

専任 職 員を １ 人 以上 雇 用し て いる 園  

 

 補 助 単価  × １ 人   

 

２１ ３ 万円  

（全 園 の専 任 職 員の 前 年度 年 間平 均 給 与額 の １／ ２ (２ ２ ６万 円 )  

ただ し、〔 ⅰ 〕の １ ／２ （２ １ ３万 円 ） を上 限 とす る 。）  

 

 

 

運

営

費

関

係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研  修  

要  素  

 

教 員 の

能 力 開

発 及 び

資 質 の

向 上 分  

  

算出 方 法  

 

 補 助 単価  

 

 

 

 

 対 象 者  

 

補助 対 象  

研   修  

 

 下 記 単価 に よ る   

 

２０ 万 円  

(４月～ 11 月の 期 間内 に 専任 教 員が 補 助 対象 研 修に 参 加し た 場 合 ) 

 

専任 教 員（ 園 長 を除 く ）  

 

国、地 方公 共 団体 、公 益法 人 等、及 び教 職 員 等で 構 成さ れ る 教育・ 

研 究 団 体 、 私 立 学 校 の 振 興 を 図 る こ と を 目 的 と す る 団 体 が 主 催 す

る研 修 に専 任 教 員が 参 加し た 場合 、 対 象と す る。  

ただ し、新 規採 用 教 員 研修 、学 校 内の み で 実 施さ れ る研 修（ 主 催者

が当 該 学校 、当 該 学校 と同 一 学校 法 人 であ る 場合 を 含む 。）及び 教

員 の 資 質 向 上 に 繋 が ら な い 状 況 報 告 会 等 に つ い て は 対 象 と し な

い。  

 

 

 

情  報  

公  開  

要  素  

公 開  

保 育  

 

 

補助 単 価  

 

補助 の 要件  

 

 

３０ 万 円  

 

下記 の 要件 を す べて 満 たす こ と  

（１ ） 幼児 期 の 教育 、 保育 に 専門 的 知 見を 有 する 外 部有 識 者 の  

協力 を 得て 公 開 保育 を 実施 し てい る こ と    

 

（２ ）当該 公 開保 育 の 実 施に あ たり 、下記 の 者が 参加 し てい る こ と  

 ① 学 校関 係 者 評価 の 評価 者 の全 部 ま たは 一 部  

 ② 他 の幼 稚 園 、認 定 こど も 園、 保 育 所の 職 員、 地 域の 幼 児  

教育 関 係者 、 小 学校 等 の他 校 種の 教 員 等    

 

（３ ） 当該 公 開 保育 の 結果 が 学校 関 係 者評 価 に反 映 され て 、 公開  

され て いる こ と      

  

※オ ン ライ ン で 開催 し た場 合 も対 象 と する 。  
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運

営

費

関

係  

 

園要 素  

 

算出 方 法  

 

 Ａ ＋ Ｂ   （ 千円 未 満切 捨 て）  

 

Ａ  園 児割  

 

３７ ， ００ ０ 円  × 補助 対 象園 児 数 （定 員 内実 員 ）  

 
 

※補 助 単価 は 、 全園 の 前年 度 の事 業 活 動支 出 の内 、 教育 研 究 経  

費の 消 耗品 費・行 事 費・保 健衛 生 費・研 究費・報酬 委 託手 数 料・ 

賃借 料 ・光 熱 水 費・ 旅 費交 通 費・ 通 信 費及 び 損害 保 険料 の １ 人  

当た り の平 均 額 （７ ５ ，０ ０ ０円 ） の １／ ２ の額 。  

 

Ｂ  園 規模 割  

 

定員 内 実員 規 模  単価  

～29 人   2 , 531 ,000 円  

30 人～49 人   4 , 050 ,000 円  

50 人～99 人   5 , 569 ,000 円  

100 人～149 人   7 , 088 ,000 円  

150 人～199 人   8 , 607 ,000 円  

200 人～249 人  10 , 126 ,000 円  

250 人～299 人  11 , 645 ,000 円  

300 人～349 人  13 , 163 ,000 円  

350 人～399 人  14 , 682 ,000 円  

400 人～449 人  16 , 201 ,000 円  

450 人～  17 , 720 ,000 円  

 

※補 助 単価 算 出 方法  

（ a）全 園 児 数の 中 央値 が含 ま れる 規 模 を基 準 規模 と する 。  

（ b）前 年 度 事業 活 動支 出の う ち教 育 研 究費 （ A 園児 割 の単 価  

算出 に 用い た 経 費は 除 く） と 管理 経 費 （減 価 償却 費 は除  

く） の 全園 の 支 出額 の 中央 値 を全 園 の 園児 数 の中 央 値で  

除し た 値に ２ 分 の１ を 乗じ た 額を 園 児 1 人当 たり の 支出  

額と す る。  

（ c）基 準 規 模の 中 央値 の園 児 数に 園 児 1 人当 たり の 支出 額 を  

    乗じ た 額 を基 準 単価 と する 。  

（ d）定 員内 実 員規 模 に 応じ て 、基 準単 価 に一 定の 係 数を 乗 じ る。 
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（２）特別補助  

要素 区 分  算出 方 法等  

 

２５ 人  

学  級  

要  素  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 の要 件  

 

 

 

 

 補 助 対象  

学  級  数  

 

  補助 単価  × 補 助対 象学 級 数   

 

１０ ６ 万円（ 全 園の 専 任教 員 の前 年 度 年間 平 均給 与 額  の  １ ／４ ） 

 

３歳 児 の認 可 定 員が １ 学級 当 たり  平均 ２ ５人 以下  で あ る こと 。  

た だ し 、 歳 児 別 定 員 の 定 め が な い 園 （ 小 規 模 園 及 び 複 式 学 級 編 制

園）に つい て は、全 ての 認可 定 員を 全 て の認 可 学級 数 で除 し た 平均

が２ ５ 人以 下 で ある こ と。  

 

２５ 人 以下 の ３ 歳児 の 認可 内 実学 級 数  

た だ し 、 ３ 歳 児 の 認 可 内 実 学 級 数 か ら ３ 歳 児 学 級 要 素 の 対 象 数 を

引い た 数を 上 限 とす る 。  

 

 

３  歳  児  

就園 促 進  

要   素  

 

算出 方 法  

 

補助 単 価  

 

評価 点  

 

 

 

 

 

 

補助対象園児数 

 

 

 

６， ０ ００ 円  

 

評

価

点  

実員 に 占め る ３ 歳児 の 実員 の 割合 が 、 25％以 上  ３点  

実 員 に 占 め る ３ 歳 児 の 実 員 の 割 合 が 、 20％ 以 上  

25％未 満  
２点  

実員 に 占め る ３ 歳児 の 実員 の 割合 が 、 20％未 満  １点  

 

３歳 児 の定 員 内 実員  

た だ し 、 歳 児 別 定 員 の 定 め が な い 園 （ 小 規 模 園 及 び 複 式 学 級 編 制

園）の３ 歳 児の 定 員 は、全て の 認可 定 員 を３ で 除し た 数と す る（ 小

数点 以 下切 捨 て）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{(評価 点 )×補助 単 価＋ １２ ，０ ０ ０円 }×３ 歳 児の 定 員内 実 員  
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（３）加算要素  

要素 区 分  算出 方 法等  

 

処遇 改 善  

要素  

 

 

 

 

補助 制 度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 算 出 方法  

 

 

 

 

 補 助 単価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補 助 の要 件  

 

 

令和 ４ 年度 を 基 準年 度 とし て 、通 常 のベ ー ス ア ップ・定期 昇 給を 超

える 給 与改 善（ 給 与 規 定に 基 づく 本 俸・賞 与 のさ ら なる 上 乗 せ、新

た な 手 当 の 創 設 等 ） の 取 組 み を 行 う 私 立 幼 稚 園 に 対 し て 補 助 を 行

う。（以 下 、 処遇 改 善① とす る ）  

また 、令和 ４ 年２ 月 よ り 開始 さ れた 国 に よる 処 遇改 善（以 下 交付 金

事業 と いう ） が 令和 ４ 年 12 月で 終 了と な った ため 、 令和 ５ 年 １月

以 降 に つ い て は 経常 費 補 助 金 で 補 助 を 行う 。（ 以 下 、 処 遇 改 善 ②と

する ）  

 

処遇 改 善①  

 補 助 単価  × 専 任 教員 数   

処遇 改 善②  

 補 助 単価  × 補 助 対象 教 員数 （ 千 円未 満 切捨 て ）  

 

処遇 改 善①  

４万 ３ 千円  

（全 園 の専 任 教 員の 前 年度 年 間平 均 給 与額×２％×１ ／２ ）  

 

処遇 改 善②  

専任 教 員  ７ 万 ２千 円  

（交 付 金事 業 月額 9,000 円×公費 負担 ２ ／３×12 か月）  

 

専任 以 外の 教 員  専 任 以外 の 教員 に 対 し園 が 実施 す る 処 遇 改 善額  

        の 平 均  

 

 

（１ ） 処遇 改 善 ①・ 処 遇改 善 ②の 共 通 要件  

●対 象 者（ 補 助 対象 教 職員 ）  

幼 稚 園 に 勤 務 す る 教 職 員 （ 非 常 勤 を 含 み 、 当 該 幼 稚 園 の 園 長 を 除

く。）  

●対 象 園  

以下 の 要件 を 満 たし て いる こ と。  

・令 和 ４年 ２ 月 以降 、 教職 員 に対 す る 賃金 改 善を 実 施し て い るこ  

と。  

※賃 金 改善 と は、交 付 金 事業 及 び本 事 業 の実 施 によ り 、教 職 員に  

つい て、通 常の ベ ース アッ プ・定 期昇 給 相当 額を 超 えて 、賃 金  

を引 き 上げ る こ と。  

・本 事 業に よ る 賃金 改 善に 係 る計 画 の 具体 的 な内 容 を教 職 員 に周  

知し て いる こ と 。  

・本 事 業に よ る 補助 額 は、 教 職員 の 賃 金改 善 に全 額 充て る こ と。  

・交 付 金事 業 並 びに 前 年度 の 本事 業 に よる 処 遇改 善 の水 準 を 低下  

させ て いな い こ と。  

・給 与 改善 が 一 時的 な もの で なく 後 年 度に わ たり 同 じ賃 金 改 善を  

維持 す るこ と 。  

・令 和５ 年 度の 賃 金 に 関す る 規程 に つ いて 、令 和 ４ 年 人事 委 員 会勧  

告等 を 受け た 引 下げ に 関わ ら ず、当 該引 下 げに 係る 分 を賃 金 水 準  

に反 映 して い な いこ と （該 当 があ る 場 合に 限 る）。  

 

（２ ） 処遇 改 善 ①の 要 件  

●対 象 園  

令 和 ４ 年 度 か ら 、 通 常 の ベ ー ス ア ッ プ ・ 定 期 昇 給 相 当 の 改 善 率

0.5％ を 改 善 率 計 算 対 象 教 員 全 体 で 超 え て いる こ と 、 及 び 改 善 率計
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要素 区 分  算出 方 法等  

算対 象 教員 ※ の うち 、 過半 数 が上 記 の 改善 率 を超 え るこ と 。  

※改 善 率計 算 対 象教 員  

今年 度 の経 常 費 補助 金 の専 任 教員 要 件 を満 た す教 員 のう ち 、下 記 の

条件 に 該当 し な い者 。  

当 該 幼稚 園 の 園長  

当 該 期間 （ R4･R5）途 中の 採 用、 退 職 、休 職 （産 休 育休 含 む ）者  

（令 和 ４年 ４ 月 １日 採 用者 、令和 ６ 年３ 月 末 退 職者 等 、対 象 期間 全

額給 与 が支 給 さ れる 者 は計 算 対象 に 含 む。）  

 

（３ ） 処遇 改 善 ②の 要 件  

●対 象 園  

共通 の 要件 に 加 えて 以 下の 要 件を 満 た して い るこ と 。  

・本 事業 に よる 賃 金 改 善が 賃 上げ 効 果 の継 続 に資 す るよ う 、最低 で

も賃 金 改善 の 合 計額 の ３分 の ２以 上 は、基 本給 又は 決 まっ て 毎 月支

払わ れ る手 当 の 引上 げ によ り 改善 を 図 るこ と 。  

 

免許 要 素  

 

一 種 免 許 状

等 の 保 有 の

促 進 分  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 対象  

 

 

 下 記 単価 に よ る   

 

５万 円  

 

幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状 若 し く は 幼 稚 園 教 諭 専 修 免 許 状 を 取 得 し て

いる 専 任教 員 （ 専任 園 長を 含 む） の 配 置が あ る園 を 対象 と す る。  

 

地域 子 育て  

要素  

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 補 助 対象  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下 記 単価 に よ る   

 

２０ 万 円  

 

下記 、 Ａ～ Ｆ の いず れ かの 事 業を 実 施 して い る園 を 対象 と す る。  

※た だ し、 預 か り保 育 事業 ・ キン ダ ー カウ ン セラ ー 事業 は 除 く。  

 

 
 

 対  象  事  業  

Ａ  園庭 等 開放 事 業  

Ｂ  子育 て 支援 の 親 子登 園 等（ 未 就園 児 は 親同 伴 のみ 対 象 ) 

Ｃ  保護 者 同士 の 交 流事 業  

Ｄ  地域 で の幼 児 教 育に 関 する 情 報交 換 の 場の 提 供  

Ｅ  幼児 教 育に 関 す る各 種 講座 の 開催  

Ｆ  相談 事 業（ 突 発 的な も のは 除 く）  
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要素 区 分  算出 方 法等  

 

学校 安 全  

要素  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 算 出 方法  

 

 補 助 単価  

 

 

 

 

 

 補 助 対象  

 

 下 記 単価 に よ る   

 

 事業 の 内容  単価  

Ａ  

ⅰ） 防 災教 育 の 実施  

ⅱ） 交 通安 全 教 育の 実 施  

ⅲ） 防 犯教 育 の 実施  

ⅳ） 緊 急通 報 シ ステ ム （※ ） の導 入  

２ つ ： ２ ０ 万  

３ つ ： ３ ０ 万  

４ つ ： ４ ０ 万  

 

対象 期 間中 に、ⅰ）～ ⅳ ）の 事業 を ２つ 以 上 実 施し て いる 園 を 補助

対象 と する 。  

 

※ 【 緊 急 通 報 シ ス テ ム と は 】  

• 不 審 者 の 侵 入 防 止 を 目 的 と し て 、 機 械 的 な 装 置 等 を 用 い る こ と で 園 を  

警 備 状 態 に お き 、 異 常 発 生 時 に は 警 備 会 社 等 に 発 報 さ れ 、 警 備 会 社 等  

か ら の 駆 け 付 け が 行 わ れ る シ ス テ ム  

• 不 審 者 の 侵 入 時 あ る い は そ の 恐 れ が あ る 時 に 、 通 報 ボ タ ン を 押 す だ け  

で 非 常 事 態 を 自 動 的 に 1 1 0 番 へ 緊 急 通 報 す る シ ス テ ム 等  
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（４）調整措置  

要素 区 分  算出 方 法等  

 

定員 管 理  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 

 

 調 整 額  

 

 

実 園 児 数 が 定 員 を 超 過 し て い る 園 に つ い て は 、 次 の 算 式 に よ り 算 出

した 額 を配 分 額 から 除 く。  

 

 調 整 額×（ 園 児数 － 定員 ）   （ 千 円未 満 切捨 て ）  

 

１人 当 たり 予 算 単価 （ 令和 ５ 年度 ： ２ ０２ ， １６ ５ 円）  

 

 

３  ６  人  

以上 学 級  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 

 

 

 

 

 調 整 額  

 

 

園児 数が 35 人を 超 える 学級 が ある 場 合 は、次 の 算式 に より 算 出 した

額を 配 分額 か ら 除く 。  

 

※ 園 児 数 の 算 出 に あ た っ て は ５ 月 １ 日 時 点 で 在 籍 す る 園 児 の 退 園 は  

考 慮 し な い 。  

 

 調 整 額  × 35 人を 超 える 学 級数   

 

１学 級 あた り  ９０ 万 円  

 

 

小  規  模  

学級 調 整  

 

 調 整 方法  

 

 

 

 

 

 調 整 額  

 

 

学級 別 実員 が 、満３ 歳 児・３歳 児 ９人 以 下 、４ 歳 児・５ 歳 児・複 式 14

人 以 下 の 学 級 が あ る 場 合 は 、 次 の 算 式 に よ り 算 出 し た 額 を 配 分 額 か

ら除 く 。  

 

 調 整 額  × 小 規模 学 級調 整 に該 当 す る学 級 数   

 

１学 級 あた り  ５３ 万 円  

(全園の 専 任 教員 の 前年 度 年 間 平均 給 与 額の １ ／８ )  

 

 

園長 研 修  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 調 整 額  

 

 対 象 研修  

 

４月 ～ 11 月 の 期間 内 に 園長（専 任・兼 任を 問 わな い）が 対象 研 修 に

参加 し てい な い 園は 、 次の 額 を配 分 額 から 除 く。  

 

４０ 万 円  

 

国 、地 方 公共 団 体 、公 益 法人 等 、及び 教 職員 等 で 構成 さ れる 教 育・研

究 団 体 、 私 立 学 校 の 振 興 を 図 る こ と を 目 的 と す る 団 体 が 主 催 す る 研

修。  

た だ し 、 新 規 採 用 教 員 研 修 、 学 校 内 の み で 実 施 さ れ る 研 修 （ 主 催 者

が当 該 学校 、当 該学 校 と同 一 学校 法 人 であ る 場合 を 含む 。）及 び 園長

の資 質 向上 に 繋 がら な い状 況 報告 会 、 説明 会 等を 除 く。  

 

 

情報 公 開  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 

 

 調 整 額  

 

 

 

 

 

各園 の 財務 情 報（貸 借 対 照表 、収 支計 算 書及 び 内 訳書 、財 産目 録 、事

業 報 告 書 、 監 査 報 告 書 ） 及 び 学 校 評 価 を ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て お

ら ず 、 関 係 者 以 外 に も 広 く 一 般 に 公 開 す る 体 制 を 整 え て い な い 園 は

次の 額 を配 分 額 から 除 く  

 

情報 公 開の 種 類  調整 額  

財務 情 報  １０ ０ 万円  

学校 評 価（ 自 己 評価 ）  ２０ ０ 万円  

学校 評 価（ 学 校 関係 者 評価 ）  １０ ０ 万円  
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要素 区 分  算出 方 法等  

 

経営 余 力  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 調 整 額  

 

年間 給 与が １ ，２０ ０ 万 円を 超 える 教 職 員（ 専 任・兼任 ）があ る 場 合

は、 次 の算 式 に より 算 出し た 額を 配 分 額か ら 除く 。  

 

                            

 

 
 

（千 円 未満 切 り 捨て ）  

 

通園 バ ス  

管理 調 整  

 

 調 整 方法  

 

 

 調 整 額  

 

園 児 の 最 長 乗 車 時 間 が 40 分 を 超 え て 通 園 バ ス を 運 行 し て い る 園 に

つい て は、 次 の 算式 に より 算 出し た 額 を配 分 額か ら 除く 。  

 

 配 分 小計×３ ％   （千 円 未満 切 捨 て）  

 

※配 分 小計 に つ いて は ２頁 の とお り  

{（一般補助＋特別補助）×補正係数×圧縮率｝＋加算要素   

 

 

一般 管 理  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

園運 営 の適 正 化 を図 る ため 、 所要 の 額 を配 分 額か ら 調整 す る 。  

 

 

最低 保 障  

調   整  

 

 調 整 方法  

 

 

 

 最 低 保障

額の 算 式  

 

園 運 営 の 安 定 性 を 確 保 す る た め 、 １ 学 級 当 た り の 補 助 額 が 、 前 年 度

のそ の 額の 一 定 の割 合（保 障率 ）で 配 分 額を 調 整す る。（千 円 未 満切

上げ ）  

 

前年 度 の経 常 費 補助 金 額  

             × ９ ０％  × 認 可内 実 学級 数 （ ※１ ） 

前年 度 の認 可 内 実学 級 数  

 

（※ １ ）前 年 度 の認 可 内実 学 級数 が 上 限  

 

※最 低 限補 助 す る額 （ ２頁 ） との 違 い につ い て  

「最 低 保障 調 整 」が 、 前年 度 の補 助 額 を一 定 以上 で 措置 す る もの  

に対 し、「 最 低限 補 助す る額 」は 、前 年 度の 補 助額 に 関係 な く 、園  

に対 し て最 低 限 補助 す る額 と して 設 定 する も の。  

 

 

補助 限 度

額  調  整  

 

 調 整 方法  

 

 

補助 限 度  

額の 算 式  

 

上 記 ま で の 配 分 額 が 次 の 算 式 を 超 え る 場 合 は 、 超 え る 額 を 配 分 額 か

ら控 除 する 。  

 

前年 度 の補 助 対 象経 費 決算 額  

               × 今 年 度の 園児 数  × ５０ ％  

前年 度 の園 児 数  

 

 

１， ２ ００ 万 円 超教 職 員の 給 与合 計 － １， ２ ００ 万 円  

 ×１ ， ２０ ０ 万円 超 教職 員 数  

 


